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健康保険料率の変更について

　　令和７年２月１７日開催の第１７４回組合会において、健康保険料率が下記の

　とおり決定いたしました。

記

　　　　１．健康保険料率　　　　　　　９８／１０００

　　　　２．適用年月日　　　　　　　　令和７年３月１日

　　　　　　　※ただし、健康保険法第２０条の被保険者については令和７年４月１日により適用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　　　　令和７年２月２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイハツ健康保険組合
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